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一般社団法人 全国住宅産業協会 

中高層委員長 永 嶋 康 雄 

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第１０３条第１項に規定する 

   設計に関する図書について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、国土交通省担当部局からマンションの管理の適正化の推進に関する法律第１０３

条第１項に規定する設計に関する図書について、別紙１のとおり当協会ほか関係団体に通

知がありました。また、これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について

別紙２のように改正が行われました。 

つきましては、マンションの修繕等を計画的に実施し、適正な管理を進めていくために、

その構造等に関する情報を所有者や管理組合に対し適切に提供いただきますようお願い申

し上げます。                              敬 具 

 

［添付文書］ 

 （別紙１）「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第１０３条第１項に規定する

設計に関する図書について（通知）」 

 （別紙２）「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（平成１３年国総動第３号）新旧対

照条文」 

 

＊問合せ先 国土交通省土地・建設産業局不動産業課  

ＴＥＬ ０３－５２５３－８１１１（代表） 

一般社団法人 全国住宅産業協会 事務局 澁田 

ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 






	マン管法に規定する設計図書について
	別紙１、２

